
市
立
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

運
営
委
員
会
公
募
委
員
募
集

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
運
営

に
関
す
る
事
項
の
審
議
に
、
市
民

の
方
々
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た

め
、
公
募
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

【
募
集
人
員
】
２
人

【
任
期
】
令
和
４
年
５
月
１
日

～
令
和
６
年
４
月
30
日

【
応
募
資
格
】

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方

◆
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の
運
営

　

に
関
心
が
あ
り
、
平
日
（
昼

　

間
・
夜
間
限
ら
ず
）
の
会
議

　

に
出
席
で
き
る
方
（
２
年
に

　

１
回
程
度
）

◆
香
美
市
に
在
住
・
在
勤
・
在

　

学
で
任
期
開
始
日
に
18
歳
以

　

上
の
方

◆
３
つ
以
上
の
香
美
市
の
審
議

　

会
等
の
委
員
で
な
い
方

【
報
酬
】
市
条
例
に
基
づ
く
報

酬
と
交
通
費
を
支
給

【
応
募
方
法
】
所
定
の
申
込
書

に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

郵
送
・
持
参
・
電
子
メ
ー
ル
の

い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※

申
込
書
は
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

（
土
佐
山
田
・
香
北
・
物
部
）
に
あ

り
ま
す
。
香
美
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
応
募
締
切
】

３
月
11
日(

金)
※

当
日
必
着

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

土
佐
山
田
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

☎
52

・

０
５
５
５

k
y
u
sh

o
k
u
@
city

.k
a
m
i.lg

.jp

浄
化
槽
を
設
置
し
て

エ
コ
で
快
適
な
生
活
を

快
適
な
生
活
と
美
し
い
水
環

境
を
つ
く
る
た
め
に
、
補
助
金

を
利
用
し
て
浄
化
槽
を
設
置
し

ま
せ
ん
か
。
令
和
４
年
度
浄
化

槽
設
置
整
備
事
業
費
補
助
金
の

予
約
受
付
を
行
い
ま
す
。

【
対
象
】
下
水
道
区
域
（
認
可
区

域
含
む
）
以
外
で
、
令
和
５
年
３

月
15
日
ま
で
に
設
置
完
了
す
る
方

【
申
込
先
】
環
境
上
下
水
道
課

お
よ
び
香
北
・
物
部
各
支
所
で

受
け
付
け
ま
す
。
申
込
書
は
、

香
美
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
受
付
期
間
】

３
月
１
日(

火)

～
４
月
28
日(

木)

【
注
意
事
項
】
交
付
決
定
前
に

着
工
し
た
場
合
、
補
助
金
の
交

付
は
取
り
消
し
と
な
り
ま
す
。

浄
化
槽
本
体
の
設
置
工
事
は
交

付
決
定
後
に
着
工
（
令
和
４
年

５
月
中
旬
以
降
を
予
定
）
し
て

く
だ
さ
い
。

※

申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

環
境
上
下
水
道
課
環
境
班

☎
53

・

１
０
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そ　
の　

他

補
助
・
助
成

１０Kami

不
妊
治
療
費
助
成
金
の

申
請
期
限

不
妊
治
療
を
受
け
た
ご
夫
婦

に
、
治
療
費
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

　

対
象
者
に
つ
い
て
は
、
要
件

が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
令
和
３
年
度
対
象
治
療
期
間
】

令
和
３
年
２
月
１
日
～

令
和
４
年
１
月
31
日

※

特
定
不
妊
治
療
に
つ
い
て
は
、
県

事
業
の
規
定
に
準
ず
る
。

【
助
成
額
】

◆
一
般
不
妊
治
療
＝
夫
婦
１
組

当
た
り
限
度
額
３
万
円

◆
特
定
不
妊
治
療
＝
治
療
に
要

し
た
費
用
か
ら
、
県
事
業
の
助

成
を
受
け
た
額
を
控
除
し
た
額

に
つ
い
て
、
１
回
当
た
り
限
度

額
10
万
円

【
申
請
期
限
】

◆
一
般
不
妊
治
療

２
月
28
日
（
月
）

◆
特
定
不
妊
治
療

県
事
業
の
不
妊
に
悩
む
方
へ
の

特
定
治
療
支
援
事
業
承
認
決
定

通
知
書
の
通
知
の
日
か
ら
60
日

以
内

【
問
い
合
わ
せ
先
】

健
康
介
護
支
援
課
親
子
す
こ
や

か
班

☎
52

・

９
２
８
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鏡
野
川
・
高
芝
井

全
水
系
の
水
止
め

　

水
路
の
掃
除
、
補
修
作
業
の

た
め
、
次
の
期
間
、
鏡
野
川
・

高
芝
井
水
系
水
路
の
水
止
め
を

実
施
し
ま
す
。

　

大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
期
間
】

３
月
１
日
（
火
）
８
時

止
水

３
月
10
日
（
木
）
８
時

通
水

【
問
い
合
わ
せ
先
】

農
林
課
農
政
班

☎
53

・

１
０
６
２

山
田
堰
井
筋
土
地
改
良
区

全
水
系
の
水
止
め

　

水
路
の
維
持
管
理
・
補
修
作

業
の
た
め
、
次
の
期
間
、
山
田

堰
井
筋
土
地
改
良
区
全
水
系
水

路
の
水
止
め
を
実
施
し
ま
す
。

　

大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
期
間
】

３
月
１
日
（
火
）
８
時

止
水

３
月
９
日
（
水
）
17
時

通
水

※

物
部
川
合
同
堰
（
神
母
ノ
木
）
を

止
水
・
通
水
す
る
時
間
で
す
。

※

天
候
ま
た
は
作
業
の
都
合
な
ど
に

よ
り
、
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

山
田
堰
井
筋
土
地
改
良
区

☎
52

・

２
３
１
１

環
境
に
や
さ
し
い
農
業
を
！

～
代
か
き
等
の
注
意
点
～

　

水
稲
の
順
調
な
生
育
を
促
し
、

貴
重
な
土
壌
・
水
資
源
・
河
川

環
境
を
守
る
た
め
、
農
業
濁
水

軽
減
の
観
点
か
ら
、
次
の
こ
と

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
圃
場
か
ら
水
漏
れ
箇
所
が
な

　

い
か
作
業
前
に
畦
と
排
水
口

　

を
点
検
し
ま
し
ょ
う
。

◆
止
水
板
等
を
設
置
し
て
作
業

　

時
に
水
が
流
れ
出
さ
な
い
よ

　

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

◆
代
か
き
は
出
来
る
だ
け
浅
水

　

で
お
こ
な
い
ま
し
ょ
う
。

◆
水
管
理
に
注
意
し
て
、
田
植

　

え
前
の
強
制
落
水
を
少
な
く

　

し
ま
し
ょ
う
。

【
代
か
き
を
浅
水
で
や
る
こ
と

で
期
待
さ
れ
る
効
果
】

◆
田
面
の
均
平
が
取
り
や
す
く
、

　

生
育
ム
ラ
の
減
少
や
除
草
剤

　

の
効
果
発
揮
、
ジ
ャ
ン
ボ
タ

　

ニ
シ
の
被
害
軽
減
に
つ
な
が

　

り
ま
す
。

高
校
や
大
学
で
学
び
た
い
方

に
奨
学
金
制
度
が
あ
り
ま
す

　

高
等
学
校
・
大
学
等
で
、
勉

学
す
る
意
欲
と
能
力
を
持
ち
な

が
ら
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り

修
学
が
困
難
な
方
に
、
学
資
の

一
部
と
し
て
、
奨
学
金
を
給
付

し
ま
す
。

※

貸
与
で
は
な
い
た
め
、
返
済
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
対
象
】
保
護
者
が
市
内
に
居

住
し
て
お
り
、
経
済
的
な
理
由

に
よ
り
修
学
が
困
難
な
方

【
給
付
額
】

①
高
等
学
校
等

　

月
額
１
万
円

②
短
期
大
学
・
大
学
等

　

月
額
１
万
３
千
円

【
申
込
方
法
】
申
請
書
に
所
定

の
書
類
を
添
え
て
、
教
育
振
興
課

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書

は
、
市
内
中
学
校
・
教
育
振
興

課
・
香
北
分
室
（
香
北
支
所

内
）
・
物
部
分
室
（
物
部
支
所

内
）
に
あ
り
ま
す
。

※

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
申
込
締
切
】

３
月
31
日
（
木
）
必
着

【
問
い
合
わ
せ
先
】

教
育
振
興
課
学
校
教
育
班

☎
53

・

１
０
８
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新型コロナウイルス感染症の
影響により収入が減少した方へ

◆保険料の減免

　新型コロナウイルス感染症の影響により、『一定程度

以上の収入の減少が見込まれる』等の基準を満たした方

は、「国民健康保険税」「後期高齢者医療保険料」「介

護保険料」（令和３年４月１日から令和４年３月３１日

までの間に納期限が設定されているものが対象）の全部

または一部が減免となる場合があります。

　この減免は、各保険税等のそれぞれに申請が必要であ

り、取り扱いは令和４年３月３１日までです。該当する

と思われる方は、下記までお問い合わせください。

◆傷病手当金

　給与等の支払いを受けている被保険者が、令和２年１

月１日から令和４年３月３１日までの期間（※）で新型

コロナウイルスの感染等により、労務に就けない期間が

３日間を超え、給与の全部または一部を受けることがで

きなくなった場合など、一定の条件を満たす方に傷病手

当金を支給します。

　この制度の利用には、令和４年３月３１日まで（※）

に申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。

（※）令和３年１２月２１日現在の制度に基づく期間です。

　　　今後、国の動向によっては延長される場合があります。

【国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および傷病手

当金の問い合わせ先】

市民保険課保険班　☎５３－３１１５

【介護保険料の問い合わせ先】

健康介護支援課社会長寿班　☎５２－９２８０

◆
不
要
な
落
水
や
オ
ー
バ
ー
フ

　

ロ
ー
が
防
げ
、
貴
重
な
土
壌

　

の
流
出
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

農
林
課

☎
53
・
１
０
６
２

集
団
が
ん
検
診
希
望
調
査
票

に
ご
回
答
く
だ
さ
い

　

令
和
４
年
度
か
ら
集
団
が
ん

検
診
の
申
し
込
み
方
法
を
、
電

話
受
付
か
ら
希
望
調
査
票
受
付

へ
変
更
し
ま
す
。

　

対
象
者
へ
は
２
月
中
に
希
望

調
査
票
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

３
月
４
日
（
金
）
ま
で
に
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
、
ご
返
送

く
だ
さ
い
。
記
入
さ
れ
た
内
容

に
よ
り
、
必
要
な
書
類
を
順
次

郵
送
し
ま
す
。

※

通
知
不
要
の
申
し
出
を
し
た
方
で
、

今
後
の
通
知
を
希
望
す
る
方
は
、
健

康
介
護
支
援
課
へ
お
電
話
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
介
護

支
援
課
健
康
づ
く
り
班

☎
52
・
９
２
８
２

高
齢
者
の

肺
炎
球
菌
感
染
症
予
防
接
種

　

令
和
３
年
度
の
高
齢
者
肺
炎

球
菌
感
染
症
予
防
接
種
の
接
種

期
限
は
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

接
種
に
は
市
が
交
付
し
た
予

診
票
が
必
要
で
す
。
紛
失
等
で

予
診
票
が
お
手
元
に
な
い
方
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
令
和
３
年
度
の
対
象
者
】

　

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
方

が
対
象
で
す
。

◆
接
種
日
に
香
美
市
に
住
民
票

　

の
あ
る
方　

◆
過
去
に
高
齢
者
（
成
人
用
）

　

肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
を

　

受
け
た
こ
と
が
な
い
方

◆
生
年
月
日
が
次
の
い
ず
れ
か

　

の
方

昭
和
31
年
４
月
２
日
～
昭
和
32

年
４
月
１
日

昭
和
26
年
４
月
２
日
～
昭
和
27

年
４
月
１
日

昭
和
21
年
４
月
２
日
～
昭
和
22

年
４
月
１
日

昭
和
16
年
４
月
２
日
～
昭
和
17

年
４
月
１
日

昭
和
11
年
４
月
２
日
～
昭
和
12

年
４
月
１
日

昭
和
６
年
４
月
２
日
～
昭
和
７

年
４
月
１
日

大
正
15
年
４
月
２
日
～
昭
和
２

年
４
月
１
日

大
正
10
年
４
月
２
日
～
大
正
11

年
４
月
１
日

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
介
護

支
援
課
親
子
す
こ
や
か
班

☎
52
・
９
２
８
１
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